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♥ 年末年始の会費の集金についてのお願い 

☆ 年末年始の集金についてのお願い☆ 

 須 磨 民 商 N E W S  

今年もわずか。年末に向けて取り組みを強めよう！！ 

あったか民商“は、仲間どうしの交流を大切にしています。 

税金・融資・経営・くらし・あなたのまわりで悩んでいる人はいませんか？ 

☆商工しんぶんを読んでもらいましょう！ 

☆会員になって、一緒に運動を進めましょう！ 
 

 

 

 

 
 

確定申告：生命保険・地震保険などの控除証明書が届いています。申告の際に必要ですの

で、大切に保管下さい。１月から１２月までの売上や経費なども集計しましょう！ 

給与所得者の年末調整：１２月におこないます。 

   給与所得者は、扶養家族・各種控除の申告書を提出します。 

   事業主は、提出を受けた申告書をもとに年税額を計算します。 

   還付・不足の税金を精算し、税務署に納付します。 

    ※１２月の給与・賞与支給のあとに、１年間の賃金台帳を準備下さい。 

※ 税務署提出期限は、来年 1/1３（特例は 1/20） 

税額が１０万円を越えるときは、期限を過ぎると延滞金が 

発生します。要注意！！ 

労働保険：第３期の納付書を送付します。納期限は、１２月 28 日です。みなと銀行に口座

が変更になっています。ご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お願い！！ 
11/30 で、事務局員

が 1 名退職しましたの

で、商工しんぶんの仕分

け・配達などの手が足り

ません！皆さんのご協

力をお願いします。 

無料法律相談 

１月 12 日（水） 

ｐｍ６：００～７：００ 

※毎月第一水曜日が基本ですが、変更される

場合があります。相談希望の方は、あらかじめ

ご連絡ください。 

  連絡先：須磨民商 ｔｅｌ ７３３－４００２ 

  ○ 2 月の確定申告班会のための資料を年内に届けます。○ 
班会に向けて、資料をご準備下さい！ 

班会の詳しい日程は、後日お知らせします。 



☆ 年末年始の集金についてのお願い☆ 
朝夕の寒さが身にしみる季節となりました。会員の皆さんには、日頃か

ら民商運動にご協力をいただきありがとうございます。さて、今年も残す

ところ１ヶ月あまりとなり、あわただしい年末を迎えます。      

つきましては、１２月・翌１月分会費の集金を１５日前後をめどにお伺い

します。早めの集金となりますがご協力をお願いいたします。 
※振込みの場合は下記へ 

みなと銀行板宿支店   普通 0722186   いずれも 

三井住友銀行板宿支店 普通 3952026  須磨民主商工会 会長 日高三郎 

            

            共済会健康診断の結果返しの報告会 
             12/6、いたやどｸﾘﾆｯｸを会場に、共済会主催の

健診結果報告会が始めて開かれました。坂井医師のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰを

使っての消化器系のお話では、最新の胃カメラや大腸ﾌｧｲﾊﾞｰの検

査のことなど詳しく知ることができました。 

       潰瘍の原因と言われるピロリ菌が、尿検査で 20 分という速さで

判定できることや禁煙外来の最近の情報など質疑も含め、有意義な

報告会となりました。健診での早期発見はとても重要です。 

       要精密だった方は、しっかり検査を受けましょう！ 

◎ 年末年始の事務所体制・行事予定 ◎ 
 RIIB ﾚﾎﾟｰﾄ報告会     １２月１２日（日）ｐｍ1：00～  兵商連 

 要求実現をめざす市民集会 12 月 15 日(水) ｐｍ6：15～ 私学会館 4Ｆ 

 確定申告ＡＢＣ      12 月 15 日(水) ｐｍ1：00～ 民商事務所 

 餅つき実行委員会     １２月 16 日(木)ｐｍ7：00～ 民商事務所   

※ 12 月 28 日（火）～1月 4日（火）まで事務所が閉まります。 

※ 来年 1 月２３日(日) 須磨民商新春のつどい(恒例の餅つき) 

13名の参加で 
終了！ 

消費税の届け出について 

平成 23 年分から、消費税の簡易課税制度を選択する、もし

くは、取りやめする方は、年内（12 月中）に税務署まで届出をし

なければなりません。 

該当する方は、忘れずに提出して下さい。 

詳しくは、事務所に問い合わせ下さい。 


